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第１１号議案 

 

令和３年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１，２１１，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担することができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地 方 債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

8 ゴルフ場利用税交付金 １，７５０

1 地方消費税交付金 １，７３１，０００

1 法人事業税交付金 ５９，０００

7 地方消費税交付金 １，７３１，０００

6 法人事業税交付金 ５９，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ３６，０００

1 配当割交付金 ５９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ３６，０００

4 配当割交付金 ５９，０００

1 利子割交付金 ７，４００

4 特別とん譲与税 ２０，０００

3 利子割交付金 ７，４００

3 森林環境譲与税 ８，８０３

2 自動車重量譲与税 １５０，０００

1 地方揮発油譲与税 ５１，０００

2 地方譲与税 ２２９，８０３

6 都市計画税 １，１０９，０００

5 入湯税 ４６，０００

4 市たばこ税 ５３０，０００

3 軽自動車税 ２３１，０００

2 固定資産税 ６，１９０，０００

１２，９７３，０００

1 市民税 ４，８６７，０００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 市税
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単位：千円

3 委託金 １７，４５２

17 県支出金 ２，０２２，８１０

2 国庫補助金 ７７４，５０２

1 国庫負担金 ２，７９６，７１５

16 国庫支出金 ３，５８８，６６９

2 手数料 １６０，８８４

1 使用料 ３８７，２８２

1 負担金 ２７，８８０

15 使用料及び手数料 ５４８，１６６

14 分担金及び負担金 ２７，８８０

1 交通安全対策特別交付金 １１，０００

1 地方交付税 １，８１０，０００

13 交通安全対策特別交付金 １１，０００

12 地方交付税 １，８１０，０００

2 新型コロナウイルス感染症対策 １８０，０００
地方税減収補填特別交付金

1 地方特例交付金 ９５，０００

11 地方特例交付金 ２７５，０００

1 環境性能割交付金 ４１，０００

1 自動車取得税交付金 １０

10 環境性能割交付金 ４１，０００

9 自動車取得税交付金 １０

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，７５０
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ３１，２１１，０００

1 市債 ２，２４０，８００

5 雑入 ８９５，５９１

23 市債 ２，２４０，８００

4 受託事業収入 ２７４，９４２

3 貸付金元利収入 ３５０，０００

2 市預金利子 １００

1 延滞金 １０，０００

22 諸収入 １，５３０，６３３

1 繰越金 ２００，０００

3 財産区繰入金 １８，７３９

21 繰越金 ２００，０００

2 基金繰入金 ２，８４１，５８６

1 特別会計繰入金 ３９５，４００

20 繰入金 ３，２５５，７２５

1 寄附金 ４０３，９１２

2 財産売払収入 ３，１７０

19 寄附金 ４０３，９１２

1 財産運用収入 １５５，２７２

18 財産収入 １５８，４４２

3 委託金 １７２，９９０

2 県補助金 ６８２，７１２

金　　　　　　額款 項

1 県負担金 １，１６７，１０８
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単位：千円

1 商工費 ８３３，７２７

土木費 ２，００９，０１０7

商工費 ８３３，７２７6

3 水産業費 １８，３８２

2 林業費 ２３，５４７

1 農業費 ２９１，０３２

2 清掃費 １，３３７，５７１

農林水産業費 ３３２，９６１5

1 保健衛生費 １，５３１，３７１

衛生費 ２，８６８，９４２4

3 生活保護費 １，２０９，４９０

2 児童福祉費 ４，６３９，７２７

1 社会福祉費 ６，５１４，９３５

6 監査委員費 ３２，０１２

民生費 １２，３６４，１５２3

5 統計調査費 ４，４２０

4 選挙費 ５２，３５３

3 戸籍住民基本台帳費 ２５３，２３７

2 徴税費 ３５９，０６２

1 総務管理費 ３，７８６，０２４

総務費 ４，４８７，１０８2

1

1 議会費 ２６６，２７９

金　　　　　　額

歳　出

款 項

議会費 ２６６，２７９

5



単位：千円

8 消防施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

6 商工施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

4 衛生施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

2 総務施設災害復旧費 １５０

1 災害対策費 ２，２００

災害復旧費 ４，２００10

5 保健体育費 １，９２７，０２４

4 社会教育費 ８２５，３２９

3 中学校費 ２５４，８１８

2 小学校費 ４０４，４２１

1 教育総務費 ６４７，８９８

1 消防費 １，４６９，０２７

教育費 ４，０５９，４９０9

消防費 １，４６９，０２７8

6 住宅費 ９４，１９２

5 都市計画費 ６８８，１７７

4 港湾費 ５７，９１６

3 河川費 ９５，０３７

2 道路橋りょう費 ７７０，８８３

金　　　　　　額款 項

1 土木管理費 ３０２，８０５
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単位：千円

単位：千円

限　度　額

21,925

251,300

6,200

20,000

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業 令和４年度

道 路 補 修 事 業 令和４年度

 第２表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間

固 定 資 産 路 線 価 付 設 事 業 令和４年度～令和６年度

公 共 施 設 Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 賃 借 料 令和４年度～令和１４年度

1 予備費 ５０，０００

３１，２１１，０００歳　　出　　合　　計

予備費 ５０，０００12

11

1 公債費 ２，４６６，１０４

9 教育施設災害復旧費 ４５０

公債費 ２，４６６，１０４

金　　　　　　額款 項
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 第３表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

庁 舎 Ｌ Ｅ Ｄ
照 明 導 入 事 業

31,400

自 然 災 害 防 止 事 業 27,500

道 路 新 設 改 良 事 業 38,700

橋 り ょ う 改 修 事 業 56,700

河 川 維 持 整 備 事 業 55,600

公 園 整 備 事 業 17,100

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

5,400

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

38,400

西 部 出 張 所
移 転 建 設 事 業

70,100

市 民 体 育 館
耐 震 ・ 長 寿 命 化 事 業

749,900

臨 時 財 政 対 策 債 1,150,000

計 2,240,800

　　 3.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。
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第１２号議案 

 

令和３年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，０４０，７００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

9



単位：千円

1 諸収入 ２４，１６４

歳　　入　　合　　計 ７，０４０，７００

6 諸収入 ２４，１６４

1 繰越金 １１，０２７

2 基金繰入金 １０，０００

5 繰越金 １１，０２７

1 繰入金 ５５３，０００

4 繰入金 ５６３，０００

1 財産運用収入 １，５８１

1 県補助金 ４，７７７，４６６

3 財産収入 １，５８１

2 県支出金 ４，７７７，４６６

１，６６３，４６２

1 国民健康保険税 １，６６３，４６２

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 国民健康保険税
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単位：千円

1 予備費 ２０，０００

1 償還金及び還付加算金 ８，２３１

予備費 ２０，０００7

諸支出金 ８，２３１6

1 基金積立金 １，５８１

2 特定健康診査等事業費 ７７，８５３

基金積立金 １，５８１5

1 保健事業費 ２３，５３４

保健事業費 １０１，３８７4

3 介護納付金分 ２１１，３２３

2 後期高齢者支援金等分 ５０４，１９５

1 医療給付費分 １，３７１，３４６

6 傷病手当諸費 ５００

国民健康保険事業費納付金 ２，０８６，８６４3

5 葬祭諸費 ５，５００

4 出産育児諸費 ３３，０００

3 移送費 ６０

2 高額療養費 ５５２，３６０

1 療養諸費 ４，１３３，１３３

保険給付費 ４，７２４，５５３2

2 徴税費 ８，４０７

1

1 総務管理費 ８９，６７７

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 ９８，０８４

11



単位：千円

金　　　　　　額款 項

７，０４０，７００歳　　出　　合　　計

12



 

 

第１３号議案 

 

令和３年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，３５３，０００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

5 雑入 ２００

歳　　入　　合　　計 ２，３５３，０００

4 受託事業収入 ４２，１４６

3 預金利子 １

2 償還金及び還付加算金 １，７９２

1 延滞金 １０

4 諸収入 ４４，１４９

1 繰越金 ３５，６４７

1 繰入金 １，２６９，５００

3 繰越金 ３５，６４７

2 繰入金 １，２６９，５００

１，００３，７０４

1 後期高齢者医療保険料 １，００３，７０４

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 後期高齢者医療保険料
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単位：千円

２，３５３，０００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ３，０００

1 償還金及び還付加算金 １，７９２

予備費 ３，０００5

諸支出費 １，７９２4

1 保健事業費 ５４，５３９

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，２８２，１５９

保健事業費 ５４，５３９3

後期高齢者医療広域連合納 ２，２８２，１５９2
付金

2 徴収費 ４，８１８

1

1 総務管理費 ６，６９２

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １１，５１０

15
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第１４号議案 

 

令和３年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４０６，８００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地 方 債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

1 市債 ２０９，３００

歳　　入　　合　　計 １，４０６，８００

8 市債 ２０９，３００

1 雑入 １０

1 換地清算金 １５０，７４８

7 諸収入 １０

6 換地清算金 １５０，７４８

1 繰越金 １２６，１９２

1 繰入金 ８３０，０００

5 繰越金 １２６，１９２

4 繰入金 ８３０，０００

1 財産運用収入 ５００

1 国庫補助金 ２０，０５０

3 財産収入 ５００

2 国庫支出金 ２０，０５０

７０，０００

1 保留地処分金 ７０，０００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 保留地処分金
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単位：千円

1 予備費 ５，０００

１，４０６，８００歳　　出　　合　　計

予備費 ５，０００4

1 繰出金 １５０，０００

1 公債費 ４４５，６５０

諸支出金 １５０，０００3

公債費 ４４５，６５０2

2 事業費 ６９０，４５１

1

1 事務所費 １１５，６９９

金　　　　　　額

歳　出

款 項

土地区画整理事業費 ８０６，１５０
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 209,300     証書借入 3.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第１５号議案 

 

令和３年度蒲郡市企業用地造成事業特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の企業用地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４７，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

21



単位：千円

単位：千円

１，０００

２４７，４００歳　　出　　合　　計

１，０００

歳　出

款 項 金　　　　　　額

２４５，４００

２４５，４００

１，０００

1 企業用地造成事業費 １，０００

２４７，４００歳　　入　　合　　計

1 繰越金 ２４７，４００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 繰越金 ２４７，４００

予備費

3 予備費

1

1 繰出金

1 事業費

2 諸支出金
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第１６号議案 

 

令和３年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６２５，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

３３０，０００

歳　　出　　合　　計 ６２５，６００

2 諸支出金

1 繰出金

２９５，６００

1 公共用地対策事業費 ２９５，６００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入 ６１６，８４９

1 財産運用収入 ４，４５１

2 財産売払収入 ６１２，３９８

2 繰越金 ８，７４１

1 繰越金 ８，７４１

3 諸収入 １０

歳　　入　　合　　計 ６２５，６００

1 雑入 １０

３３０，０００

歳　出

款 項 金　　　　　　額

1 公共用地対策事業費
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第１７号議案 

 

令和３年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

1 総務費 １１，６５５

1 総務管理費 １１，６５５

２，０００

2 諸支出金 １３，１４５

1 予備費 ２，０００

1 繰出金 １３，１４５

3 予備費

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入 ２５，１２０

1 財産運用収入 ２５，１００

2 財産売払収入 ２０

2 繰越金 １，６６７

1 繰越金 １，６６７

3 諸収入 １３

1 預金利子 ３

歳　　入　　合　　計 ２６，８００

2 雑入 １０

歳　出

款 項 金　　　　　　額

歳　　出　　合　　計 ２６，８００
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第１８号議案 

 

令和３年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和３年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

1 総務費 ７，３０３

1 総務管理費 ７，３０３

９００

2 諸支出金 ５，３９７

1 予備費 ９００

1 繰出金 ５，３９７

3 予備費

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入 １１，５２３

1 財産運用収入 １１，５１３

2 財産売払収入 １０

2 繰越金 ２，０６６

1 繰越金 ２，０６６

3 諸収入 １１

1 預金利子 １

歳　　入　　合　　計 １３，６００

2 雑入 １０

歳　出

款 項 金　　　　　　額

歳　　出　　合　　計 １３，６００
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第１９号議案 

 

令和３年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和３年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３４，５７８栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ９，４２０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２５，８０８㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  １，０８８，６３０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          １，９８７，０００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，８１７，６３６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １６９，３３４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          １，８５０，３００千円 

  第１項 営 業 費 用         １，８１４，５８９千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ２５，６１９千円 

  第３項 特 別 損 失                ９２千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９６４，３００千円は過年度分損益勘定留保資金 

９６４，３００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ４６３，０００千円 

  第１項 企 業 債           １００，０００千円 

  第２項 固定資産売却代金                １０千円 

  第３項 負 担 金           ２１２，２２７千円 

  第４項 分 担 金            ４７，３６３千円 

29



  

  第５項 補 助 金           １０３，４００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，４２７，３００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，３６１，６５４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ６５，６４６千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

収 納 等 総 合 業 務 委 託 事 業 令和４年度～９年度 ８５０，０００ 

コンビニ収納代行業務委託事業 令和４年度～９年度 １５，０００ 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和４年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和４年度 ３，０００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和４年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和４年度 １２，０００ 

 （企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  配水管布設替工事に充てるため 

（２）限  度  額  １００，０００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和３年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 
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（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １６０，２４１千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、２２，８３１千円と定める。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第２０号議案 

 

令和３年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和３年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，２１６ha 

（２）処理区域内人口                 ５３，２０５人 

（３）年間有収水量               ５，８６０，０００㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費                １，３９４，７９０千円 

処理場整備費                 ３３３，２７３千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益          ２，５３５，６００千円 

  第１項 営 業 収 益          １，１６０，８２０千円 

  第２項 営 業 外 収 益          １，０３４，８６８千円 

  第３項 特 別 利 益            ３３９，９１２千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用          ２，５９７，２００千円 

  第１項 営 業 費 用          ２，１２４，３８２千円 

  第２項 営 業 外 費 用            １３２，８０８千円 

  第３項 特 別 損 失            ３３０，０１０千円 

第４項 予 備 費             １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額８５０，０００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額８２，８７３千円、過年度分損益勘定留保資金９２８千円及

び当年度分損益勘定留保資金７６６，１９９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入           １，５９７，２００千円 

  第１項 企   業   債          １，０００，４００千円 
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第２項 負担金及び分担金             ７０，３４５千円 

  第３項 補   助   金            ５１５，１９５千円 

第４項 他 会 計 出 資 金             １１，２６０千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出           ２，４４７，２００千円 

  第１項 建 設 改 良 費          １，８１１，７２７千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ６３５，４７３千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下水道施設維持管理事業 令和４年度 ２２，０００ 

浄 化 セ ン タ ー 及 び 

ポ ン プ 場 ３ 施 設 

Ｌ Ｅ Ｄ 照 明 賃 借 料 

令和４年度～令和１４年度  １７，７００ 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。  

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業費に充てるため。 

（２）限 度 額  １，０００，４００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和３年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 
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 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             １５３，５０６千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、３４８，０３４千円である。 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第２１号議案 

 

令和３年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和３年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２７８，９００人 

    入院患者数         １０９，５００人 

    外来患者数         １６９，４００人 

（３）一日平均患者数          １，０００人 

    入院患者数             ３００人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

建物設備改良工事費              ７，９９９千円 

器 械 備 品 購 入 費            １００，０００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益          ９，０４５，６００千円 

  第１項 医 業 収 益         ８，０４５，４０９千円 

  第２項 医 業 外 収 益         １，０００，１６１千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用          ９，５６１，７００千円 

  第１項 医 業 費 用         ９，２９１，９７５千円 

  第２項 医 業 外 費 用           ２４９，７０５千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額３９２，４００千円は過年度分損益勘定留保資金

３９２，４００千円で補てんするものとする。）。 
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         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ６３６，４００千円 

  第１項 企 業 債            ３９，０００千円 

  第２項 出 資 金           ５９７，０６０千円 

  第３項 固定資産売却代金               １００千円 

第４項 投 資 償 還 金               ２４０千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，０２８，８００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           １２５，２１４千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ８８８，９３４千円 

  第３項 投      資            １４，６５２千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

名 古 屋 市 立 大 学 

寄 附 講 座 事 業 
令和４年度～令和５年度 ６０，０００ 

院 内 保 育 所 Ｌ Ｅ Ｄ 

照 明 賃 借 料 
令和４年度～令和１４年度 １，０００ 

（企 業 債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  医療機器等整備事業費に充てるため。 

（２）限 度 額  ３９，０００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

借入時期は令和３年度中とする。ただし、事業の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて借

入れることができる。 

（４）利 率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
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第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ４，８０１，４８３千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，３１４，７４０千円と定める。 

 （重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名   称 数   量 

器 械 備 品 Ｘ線透視撮影装置 一   式 

 

令和３年３月２日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

39



40



  

第２２号議案 

 

令和３年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和３年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              １９２日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １６３，７７０，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ８５２，９６９千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １３，５９１，８８０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １６８，６９９，９００千円 

  第１項 営 業 収 益       １６８，５９３，５９７千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １０６，２７３千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １５８，６６１，０００千円 

  第１項 営 業 費 用       １５６，０７３，７５２千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ２，５６７，２１８千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額２，３８１，８００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１３３，９０５千円、減債積立金２８７，３８４千円、

建設改良積立金１，３４０，３１２千円並びに過年度分損益勘定留保資金６２０，

１９９千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入                  ０千円 

  第１項 企 業 債                 ０千円 
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         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，３８１，８００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，４７４，２１７千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８７，３８４千円 

第３項 投 資           ６１０，１９９千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和４年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和４年度 １２０，０００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和４年度 ２５，５００ 

競 技 部 施 設 改 築 事 業 令和４年度 ５４０，３００ 

外向発売所（南ウイング）改築事業 令和４年度 ７８，８００ 

水底ケーブル更新事業 令和４年度 ８，１２０ 

大 時 計 設 備 更 新 事 業 令和４年度 １０９，７６０ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ６２１，９１７千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 

 

令和３年３月２日提出 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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